
伯耆町
           平成２８年７月発行　ＮＯ，８

　　　　　　　　　　（今年も八郷小学校の児童たちが東北支援米を植えました　久古地内にて）

平成28年秋季農作業労働標準賃金協定表

　秋季農作業労働標準賃金を次のとおり定めました。

これを目安として、お互いの話し合いにより取り決めを行ってください。 （消費税込み）

　農業委員会だより

（男女共）
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１９，１００円

整備田

一般農作業
６，９００円

作   業   名 標準協定額 摘                      要

８時間労働賄いなし

倒伏田・湿田等状況の悪い所は、話し
合いにより適宜加算する。

〃

〃

結束の場合(10a当たり)
1,000円＋紐代実費

倒伏田・湿田等状況の悪い所は、話し
合いにより適宜加算する。

倒伏田・湿田等状況の悪い所は、話し
合いにより適宜加算する。

紐代含む。

耕うん 状況の悪い所は、適宜加算する。

摺り上がり玄米
３０kg当たり

油代、袋代を含む。

未整備田

１６，０００円

整備田

未整備田

もみ摺り・乾燥
生籾水分量に関係なく

１，０００円



　　１.農業委員会法改正のねらい

（背景）時代の変化に対応するため農業の健全な発展に寄与する

（目的）①農林水産業・地域の活力創造プランに基づく農政改革の成果をあげるため

（施行）

　　２.組織制度の改革のポイント

   農地利用最適化推進委員(新設）

委　嘱

　農 業 委 員　

　農業委員
     （公的代表機能）            農地利用最適化に関する意見の提出

     （実施把握機能）            パトロール、調整、農地台帳整備、公表

　　　　　　　　                 農地出し手の意向調査

     （農地の調整・支援機能） 相談、推進、調整

     （許認可審議機能）         判断、許認可

     （農地利用最適化）         最適化指針の作成

　推進委員
     （実態把握機能） 　パトロール、調査

　　　　                            農地出し手の意向調査

　   （担い手への農地集積、耕作放棄地の発生防止、解消）

     （農地利用最適化） 　最適化への推進活動

　最適化指針の作成、変更意見

平成2８年4月1日から30年夏頃まで、順次新制度へ移行

「　農業委員会法改正　」どう変わる❔

○　業務内容

　農 業 委 員　(減員）

　議会の同意を経て任命

　　市 町 村 長

　　　　②政策を利用する経済主体等が積極的に活動できる環境を整備していくため

・農地利用最適化推進委員は農
業委員との兼務禁止

・公選制の廃止(選挙人名簿不要）

・委員の過半数は認定農業者(年齢、

性別に配慮）



　コーナー　　「　頑張る農家さん　」

　　　「大山ブロッコリーは最高」と農業に若い情熱を傾ける

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仲田　哲也（駅前区）

　

　　現在「大山ブロッコリー」を栽培しています。

　栽培へのきっかけは、地元のブロッコリー部会の会長さんと親交があり「やってみないか」

　と誘われた事でした。まったく栽培経験のない私ですが、周りの方々に協力してもらい

　ながら、今までやってくることが出来ました。

　　収穫時期には、家族にも協力してもらいながら、ピーク時には朝３時頃から収穫するため、

　日中の自営業が大変な時期もありますが、楽しんでやっています。

　○経営状況

　　　・ブロッコリーの作付　　春　約５０ａ　　秋　約１００ａ

　　　・水稲　２００ａ　

　○家族構成 ５人家族

　　　・本　人　農業兼自営業　

　　　・　妻　　会社事務員

　　　・　母　　農業兼自営業　

　　　・子　供　２人

　○趣　味

　　　・スポーツ観戦

　○目　標

　　　・規模の拡大 　　　　　　　（ブロッコリーの収穫作業中）

　　　・若い生産者がまだまだ少ないので、ブロッコリーへの魅力を伝え仲間を増やすこと

　○ブロッコリー部会役員からのメッセージ

　仲田君は、青年部地区役員として、青年部活動、栽培講習会、ブロッコリー取引協議会等

に積極的に参加され、栽培面積の増大・栽培技術の向上に努め、早朝より頑張っています。

　　頼もしい青年です。



遊休農地パトロール

　伯耆町農業委員会では、管内の農地の状況把握と農地法に基づく利用状況調査のため、

農地パトロールを実施します。

　目　的

　　　・農地の実態把握・有効利用から遊休農地の解消

　　　・農地の違反転用の解消

   時　期

平成２８年８月２０日（土）

こんなことで困っていませんか？

　貸付希望者（出し手）

・ 高齢で農業をやめたいけど、大切な農地を荒らすわけにいかない。

　　  ・農地を相続したけど自分では耕作できない。誰かにお願いしたい。

　　　　農地中間管理事業の活用

農地中間管理事業は分散した農地などを集め、まとまった形で農地を利用できるような貸付を

進める新しい仕組みです。鳥取県農業農村担い手機構が知事の指定をうけています。

　　　　中間管理機構

　最終的には、地権者と機構と耕作者の三者で賃借の期間、賃料、その他を契約すること

　になります。

　町民の皆さん、農家の皆さん、身近な情報や紙面へのご意見ご感想などがありましたら伯耆
　町農業委員会事務局までお寄せください。

○広報委員　委員長　堀尾　祐史　委員　車 睦宏、小西 憲昭、井上 祥一郎、亀山 英登
　　　 野坂 賢一、池口 眞介、勝部 晴美、宮崎 美知子
　　　　　　　　連絡先　62 - 0715（農業委員会事務局）

地権者 耕作者


